
サプライチェーンのお取引先、フリーランス事業者の皆様へ 

 

バークレイズは、日本において、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業

者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、

以下の項目に重点的に取り組んでいます。 

 

1．  取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に

取り組みます。 

2．  価格決定方法について、不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当

たっては、取引先事業者の皆様と定期的な協議を行うとともに、取引先事業者の適正

な利益を含み、当該事業者における労働条件の改善が可能となるよう、十分に協議し

て決定します。その際、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に掲げ

られた行動を適切にとった上で決定します。また、原材料費やエネルギーコストの高

騰があった場合には、適切なコスト増加分の転嫁を目指します。取引対価の決定を含

め契約に当たっては、契約条件の書面等による明示・交付を行います。 

バークレイズでは、経営陣の関与のもとで「労務費の適切な転嫁のための価格交渉

に関する指針」の遵守のための社内規程を整備し、社内研修を行い、取引対価の決定

に当たって取引先事業者の皆様と定期的な協議を行う体制を構築しています。 

3．  フリーランスである事業者について、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関す

る法律」（フリーランス・事業者間取引適正化等法）を遵守し、育児介護等と業務の両

⽴に対する配慮を行い、やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、その

旨と理由をお伝えします。配慮の申出は、契約担当者までご連絡ください。また、バ

ークレイズは、ハラスメントの防止に関するグループポリシーを有しており、ハラス

メントに厳正に対処する方針であり、社内研修の実施を含め、ハラスメントの防止に

のための必要な体制を整備しています。フリーランスである事業者に対するハラスメ

ントに関する懸念や相談、苦情は、契約担当者までご連絡いただくか、以下の代表番

号までご連絡ください。相談者・行為者等のプライバシーは保護されます。また、懸

念の表明や相談、申告等を行ったことを理由としてフリーランスである事業者を不利

益に取り扱うことはありません。 

 

バークレイズ証券株式会社 

〒106-6131 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 31階 

電話: 03-4530-1100 （代表） 

 

バークレイズ銀行 東京支店 

〒106-6131 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 31階 

電話: 03-4530-5100 （代表） 

 



バークレイズ投信投資顧問株式会社 

〒106-6131 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 31階 

電話: 03-4530-2400 （代表） 

 

バークレイズ・サービセス・ジャパン・リミテッド 

〒106－6131 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー 31 階 

電話：03-4530-1190 （代表） 

  


